
法廷等からmintsやｳｴﾌ会議にｱｸｾｽできるようになりますl'唾■
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民事訴訟フェーズ3に向けて､法廷や弁論準備手続室などから､電磁的訴訟記録を閲覧したり、

ｳｴﾌ会議に参加したりするためのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続環境(Wi-Fi)を次のとおり裁判所において

整備します
、 hLq ， l凸 脾 ＝
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courts Wi-Fi (SSID:courts_Wi-Fi_gueSt)Wi-Fiの名称

令和8年2月1日を予定運用開始日

法廷､弁論準備手続室､和解室などの裁判期日を行う部屋利用可能場所

留意点等 次スライド記載のとおり

’ 最高裁判所聿務総局デジタル総合政策室
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courts Wi-Fiの利用手順

①L＝ 垂ーr ＝ ユ ュー，＝ ~正 ‐一汗 一
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courts Wi-Fiを利用するためには､パスワードが必要です

パスワードは個別にお知らせしますので､次の手|||頁で職員からパスワードの提示を受けて〈だ
酉 二二 言
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卜 1．期日等に参加するため､法廷や弁論準備手続室にお越しください

･ courts Wi-Fiの無線LAN機器は主に法廷等の裁判手続を行う部屋に設置しています

2.職員にcourts Wi-Fiの利用希望を伝えて､利用規約の提示を受けてください
・ 利用規約は､法廷等の当事者席に備え置いている場合もあります

・ 利用規約は添付のとおりです｡裁判所ウェブサイトにも掲載する予定です
・ 事前に利用規約を確認済みである場合は､その旨を職員に伝えてください

Ｉ

3．利用規約へ同意される場合は､その旨を職員に伝えてください
｡ courts Wi-Fiの利用にあたっては､利用規約への同意が必要です｡courts Wi-Fiを利用した場合は､利用

'

規約に同意したものとみなします

4．職員からパスワードの提示を受け、自身のモバイルPC等で設定を行ってください
・ モバイルPC等の設定は自身で行ってください｡職員は対応できません

※ 2回目以降の利用時には､職員からの利用規約への同意確認は省略する場合があります
※ パスワードについては変更する可能性があります｡変更後のパスワードについても上記と同様に個別にお知らせします
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courts Wi-Fi利用上の留意点
’

●セキュリティ確保のため､courts Wi-Fiからアクセスできるサイトを制限しています
現時点でアクセスを許可しているサイトは別添のとおりです

検索サイトへもアクセスできません｡別添のサイトのうち､必要なサイトのURLを自身のモバイルPC等にお気に入り登録した

り､ショートカットを用意したりして持参してください

別添のサイトにアクセスできない不具合は､次のフォームにアクセスできなかったサイトのURLを添えて送信してください｡最

高裁において順次対応を行いますが､不具合解消までに時間を要します｡また､個別の不具合解消の連絡はしません

●
●

鬼'

●

httDs : //forms.office.com/r/qEx80F5Sad

●Wi-Fiのパスワードを第三者に公開しないでください

●利用目的以外で利用しないでください
・ 利用目的は利用規約第3条の1に記載しています

●必ずWi-Fi (無線）で接続してください
・ 有線LANケーブルで接続することは禁止しています

●障害発生時やメンテナンス時などは利用できない場合があります

courts Wi-Fiの利用にあたっては､裁判所職員の指示に従ってください

【》

こ関するご意見に対各裁判所において、裁判所が行っていますので、 運用｛Fiの運用は最高courts Wi-【，

応することはできません
＝＝

串 ニユ 山国
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courts Wi-Fiからアクセスできるサイト【RS. 1時点I
’

I
ﾄﾒｲﾝの末尾が｢go.jp｣と
なっているサイト

例) mints https ://www｡mints.courts.qo.1p/user/

例）裁判所ウェブサイト

例) e-Govボータル

https ://www.courts.go.1p/
_房一一

https ://www.e-qov.qo.1p/

ﾄﾒｲﾝの末尾が｢Ig ｡jp｣となっ
ているサイト

地方公共団体のサイトにはアクセスできます ;https ://www.e-qov.qo.ip/Qovernment-directorv/Iocal-qovernments.html

Tea msｳｪﾌ会議等を利用することができますMicrosoft 365 https ://www.office.com/

https ://outlook.com/

https ://outlook.1p/
Outlook

カレンダー（予定表）サイト
Googleカレンダー

iCIoudカレンダー

Super法令Web (株式会社ぎようせい）

LEGAL SCAPE (株式会社Legal Scape)

D1-Law.com (第一法規株式会社）

Westlaw ]apan (トムソン･ロイター株式会社）

Lex/DB (株式会社TKC)

|判例秘書INTERNET (株式会社LIC)

CiNii (論文'|胄報ナビゲーター（国立情報学研究所）

有斐閻Online (有斐閻）

|弁護士ﾄｯﾄｺﾑLIBRARY (弁護士ﾄｯﾄｺﾑ株式会社）

|Business Lawyers Library (弁護士ﾄｯﾄｺﾑ株式会社）
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リーガルリサーチサイト

（自身のアカウントで右のサイ

トを利用できます）

LEGAL LIBRARY (株式会社Legal ~｢echnology)

Legal Connection (新日本法規出版株式会社）

※Google､Bing､YAHOO!などの検索サイトはアクセスできません
※アクセスできるサイトは今後変更する可能性があります
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courts Wi-Fi利用規約

第5条（禁止事項）

利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない．

(1) courts Wi-Fi⑱利用に係るパスワートを第三者に知らせる行為。

（2）利用目的以外の目的て利用する行為‘

(3)その他courtS Wi-Fiの運用に支障を及ぼすおそれのある行為．

第6条（利用の停止）・

裁判所は、利用者か次の各号のいすれかに該当する場合は、事前の通知を行う

ことなく、当該利用者の利用を停止させることかてきる。

（1）禁止事項に該当する行為を行った場合．

（2）本利用規約に違反した場合

（3）その他利用者として不適切と裁判所が判断した場合・

第7条（運用の中止）‘

裁判所は、cOurtS Wi-Fiの維持、機器の補修(D必要かあるとき、インシデン

トの発生その他の事由か発生したとき、その他やむを得ない理由か生じた場合

には、事前の通知を行うことなく、CouI,ts Wi-Fiの運用を中止することがてき

る。・

第8条（免責）．

（1）裁判所は、courts Wi-Fiの利用に当たり、利用者又は第三者か榧った損

害について．裁判所の故意又は重過失によるものてある場合を除き、責任を

負わないものとする。

（2）前項の定めにかかわらす、裁判所と利用者との間における法律関係が消費

者契約法の定める消費者契約に該当する場合は、裁判所の過失（重過失を除

く。）に起因して生した損害について、利用者又は第三者に現実に生じた通

常かつ直接の範囲内の損害に限り、裁判所は損害賠償責任を負うものとする．

第9条（規約の変更）

（1）裁判所は、以下いすれかに該当する場合、本利用規約を変更できるものと

する。

①本利用規約の変更か、利用者の一般の利益に適合するとき．

②本利用規約の変更か、裁判所と利用者との間における法律関係の目的

に反せす、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他

の変更にかかる事情に照らして合理的なものてあるとき，

（2）裁判所は、本利用規約の変更を行おう,Lするときは、緊急の場合を除き、

変更の効力発生日の7日前までに裁判所ウェブサイトにおいて本利用規約

を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並ひにその効力発生時期を掲

載し公表する。

（3）本利用規約の変更後に、利用者かcourts Wi-Fiを利用するときは、利用

者は変更後の利用規約に同意したものとみなす。

附則 この規約は、令和8年2月1日から施行する。

courtE: Wi-Fi利用規約

第1条（目的）

本利用規約は、裁判所か来庁者等(Dた溌)に提供する班線LANによるインター

ネット接続サーーピス（以下「court,s WI-Fi」という。）⑱利用について必要な事

項を定めるものてある。

第2条（利用者）・

本利用規約における利用者とは、courts Wi-Fiを利用してイン罰一ネット接

続を行う来庁者及び当事者等をいう．

第3条（サービスの内容）

l 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合（以下「利用目的」という。）

に、courts Wi-Fiを利用してイン便一一ネットに接続することかてきる．

(1)来庁者が、耒庁者及び当事者等か利用するために各裁判所に整備したパソ

コン（以下「来庁者等利用端末」という。）を用いて、電磁的訴訟記録を閲

覧する（民事訴訟接91条α)2第1項）又は公示送達事項を閲覧する（民事

訴訟法111条）

（2）来庁者か、持参端末又は耒庁者等利用端末を用いて、電子情報処理組織を

使用する申立て等を行う（民事訴訟法132条の1D第1項.）

（3）当事者等か、持参端末又は来庁者等利用端末を用いて、裁判手続において、

電磁的訴訟記録を閲覧する、電子情報処理組織を使用して準備書面等を提

出する、ウェブ会議に参加する又はウェフサイトを閲覧する

（4）来庁者か、耒庁者等利用端末鳶用いて、遠隔地の裁判所職員からrラェブ会

議による手糯案内を受げる

2 c!]urts Wi-Fiは、利用目的に必要な範囲でセキュリチィ対策かとられてお

り、接続てきるウェフサイトには制限かある。

3 co'｣rts Wi-Fiは、SSID及びパスワートの通知を受けた者か遜線接続により

班償て利用てきるものてある．

第4条（利用条件）.

l 利用者は、本利用規約に同音の上、courts WI-Fiを利用-する､二とかてきる．

courts Wi-Fiを利用する者は、本利用規約に同意したものとみなす。

2 利用者は、利用目的の範囲て必要と認められる塲所、時間及び通信先に限り

courts WI-Fiを利用するこ,とかできる。

S 利用者は、当面の間collrts W i -F iを利用する見込みかない場合は、持参端

末についてc,こ,urts Wi-Fiへの自動袴続設定を解除する。

4 利用者は、C‘]uI､ts Wi-Fiの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律（平成11年法律第128号）その他関係濫令等を遵守しな↓十れはな

らない。

5 利用者は、courts W1-Fiの利用に際し、本利用規約によるほか裁判所職員

の指示に従ｵっ,怠ければならない。
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